
久喜市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

 久喜市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（平成２２年久喜市規則第５

７号）の一部を次のように改正する。 

 第１４条第１号中「１００分の２１０」を「１００分の２１２．５」に改め、

同条第２号中「１００分の１００」を「１００分の１０２．５」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の久喜市職員の期末

手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和７年１２月１日から適用する。 

 


